
会議室５にて無料相談を実施

自宅　宗像市

困ったことは
何でも

ご相談下さい。

遺言、相続、離婚、その他お困りごと

宗像ユリックス 受付 13時～16時

行政書士合同事務所ロイテック 行政書士 伊藤弘幸

事務所　古賀市中央1-1-50

☎ 092-692-1151
携帯 090-7980-1240

12/19（火）・H301/11（木）・1/26（金）

相談は 17 時まで
予約不要・先着順
お気軽にどうぞ

福岡シティ法律事務所（http://fukuokacity-lo.com）
　弁護士　佐藤雄介・勝野幸成　　福岡県弁護士会所属

【日時】　１２月２３日（土） １３：００～１７：００

【場所】　赤間地区コミュニティ・センター　カルチャールームＢ

  ※ 要事前予約　０９２－４７７－７３１３　まで。（先着順）

相続，交通事故，建築紛争等，個人・企業のあらゆる法律相談に対応

弁護士による無料法律相談会
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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

　市内には小学校15校、中学校７校、全校で約8,000人の子どもたちが
学んでいます。学校では「自立し、かかわりを深める子ども」の育成を目
指し、学校・地域・家庭が協働して、いろいろな取り組みを行っています。
＊このコーナーは、随時、市広報紙15日号で、学校の特色ある取り組み
を紹介していきます

■問い合わせ先　教育政策課　☎（36）5099

学校　　紹介

　同小で２年前から始めた「暮らしの確かめ」。発表をす
る力、友だちの意見を聞く力、そして、やる気と目標を持っ
て力を合わせて頑張る心が育っています。この取り組み
は、毎週月曜日、これから取り組む学習や行事などから
テーマを決め、自分は何をしたいか、どんな気持ちで臨
むかなど、目標を立てています。水曜日に、クラス全員
で意見の発表と交流を行います。大きな輪になり発表し
合ったり、みんなの意見をまとめ自分の考えを伝えたり
するなど、クラスによってさまざま。学校では、この交
流を大切にしています。３年２組のテーマは「社会科見
学で頑張りたいこと」。初めての見学をより良いものにす
るために「たくさん質問をしたい」「話を聞いてしっかり
メモを取りたい」などの意見を出し合い、クラス全員の

目当てを作っていま
した。「暮らしの確
かめ」で、共に学び
合う子どもたちの活
気あふれる声が聞か
れました。
【自由ケ丘南小学校】
　平成５年に自由ヶ
丘小・南郷小から分
離開校。児童数408
人（11月１日現在）。
市南側丘陵に建つ、
とんがり屋根の
時 計 台 と 虹 の
アーチがシンボ
ルの学校です。

聞く力、話す力が確実に育っています

向学向上の心と
学び合う力を養う

自
由

丘
南

ヶ

小

　小中一貫教育校の玄海学園７年生は毎年、地域の祭・
みあれ祭について学習し、陸上神幸に参加しています。
「行列を小学生の頃から楽しみにしていた」「練習通り
しっかり役割を果たしたい」と話す生徒たち。着替えの
最中は楽しそうに話をしていた生徒たちも、男子は黄色
の雑色（ぞうしき）に烏帽子（えぼし）姿、女子は巫女(み
こ）装束に身を包み行列が始まると、あどけなさは消

え真剣な表情に
変わります。今
年は世界遺産登
録後の初めての
みあれ祭という
こともあり、多
くの人が訪れて
いました。自分
たちの住む地域
への愛着と誇り
を胸に歩く姿は、
りりしく、堂々

としていました。実際に参加することで、着付けボランティア
や神輿（みこし）の担ぎ手など、伝統行事がたくさんの人によっ
て支えられていることに気付き、自分たちが地域に貢献し、守
り伝えていく大切さを学んだようです。
【玄海中学校】
　昭和22年、神湊町外二ケ村組合立玄海中学校として開校。
生徒数124人（11月１日現在）。玄海小学校の運動会や
地域の行事、祭りへのボランティア参加などを通して、
地域の一員としてより良く生きる子どもの育成を
目指しています。

玄
海
中

伝統を守り
伝えていく大切さを学ぶ

地域の一員として地元の歴史の
良さを学び伝えていきます
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